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☆ 鹿児島県南さつま市で発生した高病原性鳥
インフルエンザ（国内９例目）に係る移動制
限の解除について

（令和６年３月５日付けプレスリリース）

　鹿児島県は、同県南さつま市で確認された高病
原性鳥インフルエンザ（今シーズン国内 9 例目）
に関し、発生農場から半径 3km 以内で設定してい
る移動制限区域について、令和 6 年 3 月 5 日（火
曜日）午前 0 時（3 月 4 日（月曜日）24 時）をもっ
て、当該移動制限を解除しました。

1. 経緯及び今後の予定
（1） 鹿児島県は、令和 6 年 2 月 11 日に同県南さつ

ま市の家きん農場において高病原性鳥インフ
ルエンザ（今シーズン国内 9 例目）が発生し
たことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、
移動制限区域（発生農場の半径 3km 以内の区
域）及び搬出制限区域（発生農場の半径 3km
から 10km までの区域）を設定しました。

（2） 鹿児島県は、令和 6 年 2 月 23 日に発生農場の
半径 3km から 10km 以内の区域について設定
している搬出制限を解除しました。

（3） 今般、鹿児島県は、発生農場の防疫措置が完
了した令和 6 年 2 月 12 日の翌日から起算して
21 日が経過する令和 6 年 3 月 5 日（火曜日）
午前 0 時（3 月 4 日（月曜日）24 時）をもって、
移動制限を解除しました。

2. その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べ

ることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイ
ルスに感染する可能性はないと考えています。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、プライバシーを侵害しか
ねないことから、厳に慎むよう御協力をお願
いいたします。特に、ヘリコプターやドロー
ンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなる
ため、厳に慎むようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

3. 参考
鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑
似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ
防疫対策本部」の持ち回り開催について

https://www.maff .go . jp/j/press/syouan/
douei/240211.html

鹿児島県で確認された高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜（国内 9 例目）の遺伝子解析及び NA
亜型の確定について

https://www.maff .go . jp/j/press/syouan/
douei/240214.html
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登山者・キャンパーの皆様へ

アアフフリリカカ豚豚熱熱ウウイイルルススの侵入防止に
ご協力をお願いします。

農林⽔産省 消費・安全局 動物衛⽣課
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html

肉肉をを含含むむ食食品品はは、、

野野外外でで絶絶対対にに捨捨ててなないいででくくだだささいい！！
1

消消毒毒ポポイインントトやや洗洗浄浄ポポイインントト
でではは指指示示にに従従っっててくくだだささいい。。

4

靴靴のの土土はは入入山山前前、、下下山山時時ににししっっかかりり

落落ととししままししょょうう。。
2

家家畜畜ががいいるる施施設設やや野野生生イイノノシシシシ
のの罠罠やや柵柵にに近近寄寄ららなないいよよううににししままししょょうう。。

3

5 イイノノシシシシのの死死体体をを見見つつけけたたらら

管管轄轄のの自自治治体体にに連連絡絡ししてて下下ささいい。。
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韓国でアフリカ豚熱 発生中！

가축의전염병은해외에서반입한육제품 토양을밟은신발 자전거타이어등을
통해일본에침입할우려가있습니다
일본입국시신발이나자전거타이어청소소독에협조부탁드립니다

家畜の伝染病は、海外から持ち込んだ肉製品、現地の土壌を踏んだ靴、自転車
のタイヤなどを介して、日本に侵入する恐れがあります。
日本入国時は、靴底や自転車のタイヤの清掃・消毒にご協力ください。

농림수산성동물검역소 農林水産省動物検疫所

靴底、自転車のタイヤ
消毒中！

해외에서일본으로의육제품
반입이금지되어있습니다

日本へ肉製品の持込は
できません。

협조부탁드립니다 ご協力ください！

일본입국시신발이나자전거타이어
청소소독에협조부탁드립니다

日本入国時は、靴底や自転車のタイヤの
清掃・消毒にご協力ください。
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☆家畜衛生レポート（鹿児島県）
鹿児島県肝属家畜保健衛生所

１　鹿児島県の概要
　本県は我が国の西南部，九州の南端に位置し，
東西約 270㎞，南北約 600㎞に広がり，総面積約 9,189
㎢で，薩摩，大隅の２半島からなる県本土と，奄
美群島など 200 有余の島々から構成され，海岸線
は約 2,643㎞に及んでいます。
　本県は全国有数の畜産県であり，令和３年の農
業産出額は 4,997 億円（全国２位）で，うち畜産部
門は 3,329 億円（全国２位）と，全体の 66.7％を占
めています。肉用牛，豚，鶏（鶏卵とブロイラー）
の産出額は，それぞれ 1,240 億円，900 億円，1,084
億円で，全国１位となっています。
　また，令和４年 10 月に開催された第 12 回全国
和牛能力共進会鹿児島大会では，本県代表牛が全
９部門中６部門で首席となるとともに，「種牛の部」
では，内閣総理大臣賞を受賞するなど，「和牛日本
一」に輝きました。

２　肝属家畜保健衛生所の概要
　本県の家畜保健衛生所（以下「家保」という。）は，
県本土に肝属家保（当所【図１】）を含む６家保
が設置されているほか，種子島，奄美大島及び徳
之島の３島に鹿児島中央家保の支所３か所が，奄
美大島の瀬戸内町や喜界島，沖永良部島，与論島
の４島に各支所の駐在機関４か所が設置されてい

ます。
　このうち当所が管轄する肝属地域は，大隅半島
の中南部に位置し，鹿屋市・垂水市・東串良町・
錦江町・南大隅町・肝付町の２市４町からなり，
総面積は約1,323㎢（県本土の約14.4％）です。（図１）
　当所の組織構成は所長以下，衛生課，防疫課の
２課制で，総職員数 14 名（うち獣医師 13 名，事
務職１名）です。当所は，平成 22 年７月に現在地
に移転し県内では一番新しい家保になります。

　管内では，肉用牛 1,330 戸 83,100 頭，乳用牛 34
戸 3,140 頭，豚 164 戸 438,700 頭，肉用鶏 63 戸 6,230
千羽，採卵鶏３戸 616 千羽（R4.2.1 現在）が飼養さ
れ，県内有数の畜産地帯となっています（表１）。

（１）�高病原性鳥インフルエンザ・豚熱等の防疫対
応について

　家畜伝染病が発生した場合に備え、本県では２
箇所の家保に大型の防疫資材備蓄倉庫を整備して
います。当所にはそのうち１つが配置されており，
約５万羽規模を想定した，高病原性鳥インフルエ
ンザ（以下「HPAI」）用の資材及び口蹄疫，豚熱
用の資材が迅速に搬出できる形で保管してありま
す。
　防疫措置が円滑に行えるよう防疫措置従事者に
向けた防疫演習も毎年，県庁と各地域において行っ
ています。令和４年度に行った地域防疫演習では，
豚熱発生を想定した実務実演型演習を行い，一般

図１　肝属家畜保健衛生所および管轄市町

表１　管内の畜種別飼養状況
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従事者向けに，スライドを用いて豚の生態や飼育
の説明，実演型演習として PPE 着脱訓練と初の模
擬豚房を使用した生豚（肥育豚）の追い込み訓練
を行いました。参加者の半数が，本物の豚を見る
のも触るのも初めてという中での，豚房から豚房
への肥育豚の移動では，怖がってしまうと動かな
くなるなど，動いて欲しいときには動かず、動か
ないで欲しいときには動き出すという豚を扱う難
しさも体験してもらえました【写真１】。併せて，
家保職員，自衛隊員を対象とした殺処分訓練，運搬，

ガスボンベの取扱いについても実施訓練を行い，
電殺機や炭酸ガス噴射時間の確認等も行いました。
　また，毎年行っている HPAI の発生に備えた防
疫演習では，管内の一般県職員を対象に従事者向
けの防疫措置演習（机上）と PPE 着脱訓練も実施
しました。
　こうした防疫演習は継続して実施することで，
高い危機管理意識が維持され，さら
に強化されていくものと考えます。

写真１

（２）GAP取得等の取組について
　農場 HACCP，JGAP 認証等の取得は，農家の飼
養衛生管理基準の遵守・維持に重要であり，家保
としても認証取得に積極的に取り組み，資料やス
ライドを用いた指導，書類 ･ 記録様式等の作成の
補助を行っています。
　その中で，令和３年度には管内の農業高校が，
九州の高校で初めて鶏卵の JGAP 認証取得を果た
しました【写真２】。多くの関係機関の協力の下，
先生・生徒が取り組みを進め，７月に行われた審
査当日は緊張感漂うなか，生徒たちが審査員に説
明を行うなど，生徒たちにとってもなかなか体験
できない貴重な経験になったと思います。
　高校の所在する地区は全国有数の畜産食料生産
地であり，今回の取得に向けた取り組みや今後の
運用も，未来の畜産の担い手に良い影響を与えて
いくと考えています。
　本県は全国屈指の畜産県であり，東南アジア，
オーストラリア，EU，アメリカへ食肉を輸出して
います。食肉輸出の推進を図る上でも，取得に向

けた取り組みが益々重要となってきており，今後
も GAP の有用性を啓発し，JGAP 認証取得に繋げ
ていきたいと考えています。

写真２
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（３）�公共牧場における放牧衛生対策の実施状況に
ついて

　管内に公営の乳用牛の育成公共牧場【写真３】
があり，当所では関係機関と連携し放牧衛生検査
を実施しています。当牧場では昭和 41 年から，酪
農家の作業負担の軽減や放牧を通じた乳用牛の足
腰強化を目的に，乳用育成牛（約６か月齢）を春
と秋に約 50 頭ずつ預かり，種付けした上で分娩前
に酪農家の元へ戻しています。

　当所では，牧場で発生が継続しているピロプラ
ズマ症対策のため，週１回，ヘマトクリット値の
測定を全頭行うとともに，定期的に感染状況を確
認し，本症対策の助言を行っています。近年厳し
い経営環境が続く酪農家の元へ少しでも良い牛が
帰れるよう今後も取り組んでいきます。

３　おわりに
　本県では令和４年度に HPAI の発生が当所管内
の１件を含め 13 件あり，殺処分羽数は約 137 万羽
に上りました。また，国内での豚熱の発生，近隣
諸国でのアフリカ豚熱や口蹄疫の発生等，依然と
して予断を許さない状況が続いています。改めて
生産者や関係者等と一体となり，飼養衛生管理基
準遵守の啓発に取り組み，家畜衛生対策を推進す
ることで，地域の畜産振興に貢献していきたいと
考えています。

写真３

　様々な分野でデジタル技術を活用し

た変革（DX）の実現に向けた取組が

進められています。農林水産省においても、農林水産

業・食関連産業の成長に貢献するとともに、行政サー

ビス利用者の利便性向上や行政実務の効率化を図るこ

とができるよう、DX 実現に向けた取組を進めていま

す。家畜衛生分野でも既に防疫マップやサーベイラン

スシステムなど部分的にはデジタル化を進めています

が、畜産現場での指導や自己改善により活用可能な飼

養衛生管理システムの導入に向けて令和 6 年度から部

分的に運用を開始します。将来的には、家畜の日々の

健康管理や農家ごとの経営状態をリアルタイムで把握

して飼養管理の改善に活かしたり、精度の高い疾病流

行予測に基づく効果的な衛生対策を行ったりすること

も実現可能だと思います。更にその管理自体も自動化

が進めば、生産者や獣医師の負担も軽減し、より生産

性の高い畜産経営や付加価値の高い獣医療にリソース

を振り向けることができるようになり、食料安定供給

や人材不足の解消にも貢献できます。自分の入省した

頃は考えもしなかったオンライン会議も今や当たり前

となっています。働き方にも変革が必要だとつくづく

感じています。
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